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平成 21 年度牧之原市一般会計補正予算案（第７号）について 

 
 

今回の補正予算(案)は、年度末を迎えるので、各事業の執行状況について清算し、事
業費の確定又は決算見込みを主としたものと、国の第２次補正予算に伴う「地域活性化・
きめ細かな臨時交付金」を財源に、地域の活性化に資するきめ細かなインフラ整備事業
（道路の補修や公共施設等の修繕事業など）を計上した。 
また、減収補てん債を７億円借り入れることとし、事業費の精算による余剰財源と共
に財政調整基金への積立を計上した。 
 

１ 予算額 
  現計予算 １８，９６８，４７６千円 
  補正予算(案) ８５７，３４８千円   
  補正後予算 １９，８２５，８２４千円 
 

２ 補正予算(案)の概要 
(1) 歳入 
・地方消費税交付金 ５８，０００千円 交付見込みによる増額 

・生活保護費国庫負担金 ４５，２４２千円 保護対象者の増加によるもの 

・きめ細かな臨時交付金 １５９，２２５千円 国の第２次補正による臨時交付金 

・後期高齢者医療給付費清算金 ４０，９２８千円 過年度清算金 

・減収補てん債 ７００，０００千円 地方債(次項参照) 

(2) 歳出 
・きめ細かな臨時交付金事業 １８３，３３０千円 市道、文教施設、市営住宅などの改修 

・財政調整基金造成費 ７７５，３２０千円 財政調整基金への積立 

・細江保育園建設費 △１６，４６２千円 委託料、工事費の減額 

・生活保護費 １９，６６５千円 医療扶助費の増額 

・小中学校等給食施設管理費 ３０，９２９千円 工事費等の増額 
 

３ 減収補てん債 
地方税収、特に法人事業税や法人市民税などの法人関係税の収入見込みが、予想
せざる経済の落ち込みによって財源不足に陥ったときに発行できる地方債。 
減収補てん債の発行をしなければ、地方交付税の基準財政収入額の減額という形
で、翌年度以降３年間で清算されるが、事業を促進すべきときは、いわば前倒しし
て起債で手当てするもの。(普通地方交付税の先食い) 
元利償還金に対して後年度に交付税措置(75%)がされる。 
牧之原市としては初めての借入となる。１月末現在で県内の半数以上の市で借入
を予定している。特に税収を製造業に依存している市の借入予定額が多額となって
いる。 

 

４ 地域活性化・きめ細かな臨時交付金 
地域の活性化に資するきめ細かなインフラ整備等の速やかかつ着実な実施を図る
ことを目的とする。 
実施計画を作成する市が、地域活性化に資するきめ細かなインフラ整備事業（緊
急経済対策の趣旨にあった事業）を実施する費用の全部又は一部を国が負担する。
国庫補助事業等では、定められた事業であって国の 21 年度補正予算に計上される事
業、地方単独事業では、平成 22 年 1 月 1 日以降に予算に計上される事業に限る。 


